
令和８年３月２日  

各所属人権行政推進体制 

(人権行政推進委員会等) 事務局 ご担当者 様 

人権行政推進本部事務局  

 

 

「人権の視点！100！」実行プログラムの取組みについて（依頼） 
（令和７年度実行プログラムの評価及び令和８年度実行プログラムの策定） 

 

標題について、各所属人権行政推進体制（人権行政推進委員会等）においては、「大阪市

人権行政推進計画～人権ナビゲーション～」に基づき、実行プログラムを策定し、人権尊重

の視点からの行政運営の推進に取り組まれているところです。 

つきましては、令和７年度実行プログラムの評価及び、令和８年度実行プログラムの策定に

ついて、次のとおり依頼します。 

 

記 

 

１ 依頼内容 

 (1)  令和７年度「人権の視点！100！」実行プログラムの評価 

（様式 2の記入及び提出） 

 (2)  令和８年度「人権の視点！100！」実行プログラムの策定 

（様式 1の記入及び提出） 

 

２ 提出期限 

  （1）  令和８年３月３１日（火） 

 （2）  令和８年４月３０日（木） 

 ※提出期限の厳守をお願いします。 

 

３ 提出方法  

 人権行政推進本部事務局（市民局人権企画課）あて、メールにて提出してください。 

メールアドレス ca0014@city.osaka.lg.jp 

 

 

mailto:ca0014@city.osaka.lg.jp


４ 添付資料   

（様式 1） 「人権の視点！100！」実行プログラム策定シート 

 （様式 2） 「人権の視点！100！」実行プログラム評価シート 

 

 （参 考） 「人権の視点！100！」実行プログラム実践マニュアル 

※ 策定・評価のポイント、記入方法等について参照してください。 

（策定：P10～Ｐ１５、評価：P22～Ｐ27） 

 

５ そ の 他 

 各所属の実行プログラムの取組みについては、大阪市人権施策推進審議会に

おける資料として使用（市ホームページで公表）するほか、大阪市人権行政推進

本部幹事会議、庁内ポータル等で情報共有する予定です。 

（Ｕ Ｒ Ｌ） 市民局庁内ポータル「人権の視点！100！」実行プログラムの取組み

について 

※ 取組みを行う上での実践マニュアル、Ｑ＆Ａ、ヒント集に加えて、各所

属での過去の取組み実績を掲載しています。 

６ 問合せ先    

 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課（永田、岸良、的場） 

  電話 06-6208-7613 

https://osakacitycommunication.sharepoint.com/sites/ca-site/sec/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE050FBCC%2DE39A%2D42D0%2DBF01%2D933E60BF5837%7D&ID=18&ContentTypeID=0x0100BBA177CD27BE5C4F8EA64185389D329F00C56841F894EFD140A104DC84B1771B73
https://osakacitycommunication.sharepoint.com/sites/ca-site/sec/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE050FBCC%2DE39A%2D42D0%2DBF01%2D933E60BF5837%7D&ID=18&ContentTypeID=0x0100BBA177CD27BE5C4F8EA64185389D329F00C56841F894EFD140A104DC84B1771B73

